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議案第８６号

藤沢市介護保険条例の一部改正について

藤沢市介護保険条例の一部を次のように改正する。

２０１５年（平成２７年）２月１６日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市介護保険条例の一部を改正する条例

藤沢市介護保険条例（平成１２年藤沢市条例第５６号）の一部を次のように改正

する。

第４条中「６０人以内」を「１００人以内」に改める。

第６条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９

年度まで」に改め，同条第１号中「２７，０００円」を「２８，２００円」に改め，同

条第２号中「２７，０００円」を「３３，８４０円」に改め，同条第３号及び第４号を

次のように改める。

（３） 政令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３９，４８０円

（４） 政令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５０，７６０円

第６条第１０号中「１１０，７００円」を「１１２，８００円」に改め，同号を同条

第１２号とし，同条第９号中「９９，９００円」を「１０７，１６０円」に改め，同号

ア中「８，０００，０００円」を「１０，０００，０００円」に改め，同号を同条第１１号

とし，同条第８号中「９４，５００円」を「１０１，５２０円」に改め，同号を同条第

１０号とし，同号の前に次の１号を加える。

（９） 次のいずれかに該当する者 ９０，２４０円

ア 合計所得金額が３，０００，０００円以上４，０００，０００円未満の者であり，

かつ，前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条
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第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。），次号イ又は第１１号イに該当す

る者を除く。）

第６条第７号中「８３，７００円」を「８４，６００円」に，「４，０００，０００円」

を「３，０００，０００円」に，「又は第９号イ」を「，第１０号イ又は第１１号イ」

に改め，同号を同条第８号とし，同条第６号中「７０，２００円」を「７３，３２０

円」に，「第８号イ又は第９号イ」を「第９号イ，第１０号イ又は第１１号イ」に

改め，同号を同条第７号とし，同条第５号中「５９，４００円」を「６２，０４０円」

に，「第７号イ，第８号イ又は第９号イ」を「第８号イ，第９号イ，第１０号イ又

は第１１号イ」に改め，同号を同条第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。

（５） 政令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５６，４００円

第８条第４項中「ハ」を「ニ」に，「又は第６号ロ」を「，第６号ロ，第７号ロ，

第８号ロ又は第９号ロ」に「政令第３９条第１項第１号から第６号まで」を「政令

第３９条第１項第１号から第９号まで」に改める。

附則に次の３項を加える。

（介護予防・日常生活支援総合事業の実施の延期）

１０ 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業につ

いては，当該事業のうち同項第１号イからハまでに掲げるものを実施する者の確

保が困難であること等の事情により平成２７年４月１日から当該事業を行うこと

が困難であるため，平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間にお

いて市長が規則で定める日までの間はこれを行わず，当該日の翌日から行うもの

とする。

（在宅医療・介護連携推進事業の実施の延期）

１１ 法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる事業については，当該事業を実施

する医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難であること等の事情により

平成２７年４月１日から当該事業を行うことが困難であるため，平成２７年４月

１日から同年１２月３１日までの間において市長が規則で定める日までの間はこ

れを行わず，当該日の翌日から行うものとする。

（認知症総合支援事業の実施の延期）

１２ 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については，当該事業を実施

する保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者の確保が困難であること等
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の事情により平成２７年４月１日から当該事業を行うことが困難であるため，平

成２７年４月１日から同年１２月３１日までの間において市長が規則で定める日

までの間はこれを行わず，当該日の翌日から行うものとする。

附 則

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２ 改正後の第６条の規定は，平成２７年度以後の年度分の保険料について適用し，

平成２６年度分までの保険料については，なお従前の例による。

提案理由

この条例を提出したのは，介護保険の第１号被保険者に係る保険料率を改定し，

及び介護予防・日常生活支援総合事業等の実施を延期する等のため，所要の改正を

する必要による。


